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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】歯付きワークの少なくとも２つの縁部を面取り
加工するための改良された装置を提供する。
【解決手段】ワークを支持するために回転可能に取り付
けられたワークホルダ４を備える少なくとも１つのワー
クスピンドルと、少なくとも１つの動作軸を通ってワー
クホルダ４に対して可動な機械加工ヘッドと、を備える
。機械加工ヘッドには、少なくとも１つの第１の面取り
フライスカッター６を支持するために回転可能に取り付
けられた第１の工具ホルダ１を備える少なくとも１つの
第１の工具スピンドルが、ワークホルダ４に支持された
ワークの歯部の第１の縁部１５を面取り加工するために
設けられる。機械加工ヘッドには、底フライスカッター
８を支持するために回転可能に取り付けられた第２の工
具ホルダを備える第２の工具スピンドルが設けられ、ワ
ークホルダ４に支持されたワークの歯部の第２の縁部を
面取り加工する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　歯付きワークの少なくとも２つの縁部を面取り加工するための装置であって、
　前記装置は、前記ワークを支持するために回転可能に取り付けられたワークホルダを備
える少なくとも１つのワークスピンドルと、少なくとも１つの動作軸を通って前記ワーク
ホルダに対して可動な機械加工ヘッドと、を備え、
　前記機械加工ヘッドには、少なくとも１つの第１の面取りフライスカッターを支持する
ために回転可能に取り付けられた第１の工具ホルダを備える少なくとも１つの第１の工具
スピンドルが、前記ワークホルダに支持されたワークの歯部の第１の縁部を面取り加工す
るために設けられる装置であって、
　前記機械加工ヘッドには、底フライスカッターを支持するために回転可能に取り付けら
れた第２の工具ホルダを備える第２の工具スピンドルが設けられ、前記ワークホルダに支
持された前記ワークの歯部の第２の縁部を面取り加工する
　ことを特徴とする、装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の装置において、
　前記ワークホルダ及び前記第１の工具ホルダは、前記第１の縁部を面取りするために同
期して駆動することができ、
　前記ワークホルダ及び前記第１の工具ホルダは、好ましくは、連結させることにより駆
動でき、及び／又は、
　前記第１の面取りフライス工具は、好ましくは、面取り切断機又はホブピーリング工具
である
　ことを特徴とする、装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の装置において、
　前記少なくとも１つの動作軸は、前記第２の縁部を面取り加工するために前記装置の制
御器によって作動させられ得るＮＣ軸であり、前記第２の工具ホルダに支持される底フラ
イスカッターが、機械加工対象の前記第２の縁部の輪郭に沿って案内される一方、前記ワ
ークホルダに支持された前記ワークがその回転軸の周りに回転する
　ことを特徴とする、装置。
【請求項４】
　請求項１～３のうちいずれか１つに記載の装置において、
　前記少なくとも１つの動作軸は、少なくとも１つの第１の直線軸Ｘ及び／又は少なくと
も１つの第２の直線軸Ｚであり、前記直線軸Ｘを通って、前記機械加工ヘッドは、前記ワ
ークホルダの回転軸及び前記第１の工具ホルダの回転軸に垂直な方向に往来可能であり、
前記直線軸Ｚを通って、前記機械加工ヘッドは、前記ワークホルダの前記回転軸に対して
平行な方向に往来可能であることと、
　前記機械加工ヘッドは、前記ワークホルダの前記回転軸及び前記第１の工具ホルダの前
記回転軸に垂直な方向に延在する回動軸Ａの周りに回動可能であることと、
　前記機械加工ヘッドは、前記第１の直線軸Ｘに垂直な平面に延在する第３の直線軸Ｙ又
はＶを通って往来可能であることとのうち少なくとも１つに該当する
　ことを特徴とする、装置。
【請求項５】
　請求項１～４のうちいずれか１つに記載の装置において、
　前記機械加工ヘッドにはねじ込みセンサが配置され、
　前記ねじ込みセンサは、前記第１の縁部を面取り加工するための第１の面取りフライス
カッターをねじ込む目的と、前記第２の縁部を面取り加工するための前記底フライスカッ
ターをねじ込む目的との両方のために使用でき、
　前記ねじ込みセンサは、好ましくは、非接触式ねじ込みセンサである
　ことを特徴とする、装置。
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【請求項６】
　請求項１～５のうちいずれか１つに記載の装置において、
　前記第２の工具スピンドルは、回動軸を通って前記機械加工ヘッドに配置され、前記第
２の工具スピンドルは、下縁部を機械加工するための第１の機械加工位置から上縁部を機
械加工するための第２の機械加工位置へ前記回動軸を中心として回動可能であり、
　前記回動軸は好ましくは調整軸であり、及び／又は、
　好ましくは調整可能なストッパが前記第１の機械加工位置及び前記第２の機械加工位置
を調整するために設けられる
　ことを特徴とする、装置。
【請求項７】
　請求項１～６のうちいずれか１つに記載の装置において、
　前記第２の工具ホルダの前記回転軸は、＋／－５５°と＋／－３０°との間、好ましく
は＋／－４５°と＋／－３０°との間の範囲にある角度で、前記ワークホルダの前記回転
軸に対して垂直に延在する平面と位置合わせされるか、及び／又は、位置合わせされ得る
　ことを特徴とする、装置。
【請求項８】
　請求項１～７のうちいずれか１つに記載の装置において、
　前記第２の工具スピンドルは、前記機械加工ヘッド上に、又は、１つ以上の調整軸のみ
を通って、動かないように配置され、
　前記面取り角度を調整するために、前記機械加工ヘッドに対する前記第２の工具ホルダ
の前記回転軸の角度位置を調整する調整装置が設けられるか、又は、前記第２の工具スピ
ンドルは、少なくとも１つのＮＣ軸、具体的には回動軸を通って前記機械加工ヘッド上に
配置されるかのいずれかであり、及び／又は、前記第２の工具ホルダの前記回転軸は、空
気圧式、油圧式及び電気式のうち少なくとも１つで駆動できる
　ことを特徴とする、装置。
【請求項９】
　請求項１～１０のうちいずれか１つに記載の装置において、
　複数の第１の面取りフライスカッターを前記第１の工具ホルダのマンドレルに一緒に支
持可能であり、
　前記装置は、前記第１の面取りフライスカッターによって複数の第１の縁部を面取り加
工できるようにする制御器を備える
　ことを特徴とする、装置。
【請求項１０】
　請求項１～９のうちいずれか１つの記載の装置において、
　前記少なくとも１つの第１の面取りフライスカッターと一緒に、ブラシを前記第１の工
具ホルダのマンドレルに支持可能であり、
　前記装置は、前記第１の面取りフライスカッター又は前記底フライスカッターによって
面取り加工された縁部のバリ取りを前記ブラシによって行うことができる制御器を備え、
この目的のために、前記機械加工ヘッドは、好ましくは、前記ワークホルダの前記回転軸
及び前記第１の工具ホルダの前記回転軸に対して垂直に延在する回動軸Ａを中心として回
動可能である
　ことを特徴とする、装置。
【請求項１１】
　請求項１～１０のうちいずれか１つに記載の装置において、
　前記第２の縁部の部分領域のみに面取り部を形成することと、具体的にはシャフトの歯
部を面取り加工するために、前記第２の縁部の異なる部分領域を、前記底フライスカッタ
ーの異なる領域を用いて、具体的にはシェル領域及び頂部領域を用いて、機械加工するこ
ととのうち少なくとも一方を可能にする制御器を備える
　ことを特徴とする、装置。
【請求項１２】
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　請求項１～１１のうちいずれか１つに記載の装置において、
　前記ワークの前記歯部の前記縁部を自動的に面取りするために前記装置の軸を作動させ
るための制御器を備えることと、
　前記第１の工具ホルダに支持された少なくとも１つの面取りフライスカッター、具体的
には前記工具ホルダに支持された少なくとも１つの面取り切断機、を備えることと、
　前記第２の工具ホルダに支持された底フライスカッターを備えることと、
　前記装置は、独立した面取り装置、又は、歯加工センタ内に一体化された面取り装置で
あることとのうち少なくとも１つに該当する
　ことを特徴とする、装置。
【請求項１３】
　請求項１～１２のうちいずれか１つに記載の装置と、歯切盤と、ワーク交換器と、を備
える歯加工センタであって、
　前記歯切盤は、具体的には、歯車形削り盤、ホブピーリング盤、又は、ホブ研削盤であ
ることと、
　前記ワークの歯の機械加工及び面取りが並行するサイクルタイムで行われることと、
　前記ワーク交換器はリング自動制御装置であり、請求項１～１２のうちいずれか１つに
記載の前記装置及び前記歯切盤は、前記リング自動制御装置の異なる角度位置に配置され
ることとのうち少なくとも１つに該当する
　ことを特徴とする、歯加工センタ。
【請求項１４】
　歯付きワークを支持するために回転可能に取り付けられた少なくとも１つのワークホル
ダと、少なくとも１つの動作軸を通って前記ワークホルダに対して可動な機械加工ヘッド
と、を備える装置を用いて、前記歯付きワークの少なくとも２つの縁部を面取り加工する
ための方法であって、
　前記機械加工ヘッドには、回転可能に取り付けられた少なくとも１つの第１の工具ホル
ダが設けられ、
　前記ワークホルダに支持されたワークの歯部の第１の縁部を、前記第１の工具ホルダに
支持される面取りフライスカッターにより面取り加工し、
　回転可能に取り付けられた第２の工具ホルダが設けられ、前記ワークホルダに支持され
た前記ワークの歯部の第２の縁部の面取り加工は、前記第２の工具ホルダに支持された底
フライスカッターにより行われる
ことを特徴とする、方法。
【請求項１５】
　好ましくは、複数の歯部の少なくとも２つの縁部が、前記第１の工具ホルダに支持され
た１つ以上の第１の面取りフライスカッターによって面取り加工され、歯部の少なくとも
１つの縁部が、前記第２の工具ホルダに支持された前記底フライスカッターによって面取
り加工される、複数の歯部を有するワークを面取り加工するための請求項１４に記載の方
法、及び／又は、内側歯部を有するワークの縁部を面取り加工するための請求項１４に記
載の方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、歯付きワークの少なくとも２つの縁部を面取りするための装置に関する。こ
の装置は、ワークを支持するために回転可能に取り付けられたワークホルダを備える少な
くとも１つのワークスピンドルと、少なくとも１つの動作軸を通ってワークホルダに対し
て可動な機械加工ヘッドと、を備える。機械加工ヘッドには、少なくとも１つの第１の面
取りフライスカッターを支持するために回転可能に取り付けられた第１の工具ホルダを備
える少なくとも１つの第１の工具スピンドルが、ワークホルダに支持されたワークの歯部
の第１の縁部を面取り加工するために設けられる。具体的には、面取りフライスカッター
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は、面取り切断機であってもよい。
【背景技術】
【０００２】
　ワークを機械加工してワークブランク上に歯を形成すると、鋭い縁を有する材料突出部
が、機械加工されたワーク縁部に形成される。「バリ」と呼ばれるこれらの突出部は、歯
部の縁部のバリ取りをすることによって除去されなければならない。なぜなら、これらの
突出部は、後の工程で邪魔になるか、又は、部品を手で取り扱いする際に機械の操作者を
負傷させる危険性があるからである。さらに、歯部の縁部には、しばしば、特殊な保護用
面取り部も設けられている。
【０００３】
　ワークの面取りは、通常、ワークブランクに歯を形成した後に、特別に適合された面取
り工具によって行われる。この面取りプロセスでは、従来、複数の方法を採用することが
できる。連続生産では、とりわけ、独国特許出願公開第８３２８２３７号明細書に記載の
プレスバリ取り方法、独国特許出願公開第２０３２０２９４号明細書に記載の面取りフラ
イスバリ取り方法、及び独国特許出願公開第２０２００７０２６７４０号明細書に記載の
面取りフライスバリ取り方法が使用される。
【０００４】
　独国特許出願公開第２０３２０２９４号明細書には、いわゆる面取り切断機による面取
りフライスバリ取りが記載されている。このような面取り切断機は、その外周に（好まし
くは、それぞれ同じ円周方向の間隔を有する）複数の切歯及び複数の溝を含む円板状の面
取り工具である。これらの切歯は円周方向に螺旋状に延在する。面取り切断機は、１ねじ
山ごとに歯が１本設けられている多条ねじ式のものである。しかしながら、回転方向にお
ける複数の歯の前側に形成された複数の切刃は、共通の飛行円（flight circle）上に配
置される。
【０００５】
　上述の面取り方法は、通常、外側歯部を有するワークを面取りするために用いられる。
ここでは、例えば、面取り工具は、フライスカッターとともに同じ工具マンドレルに固定
され、フライス削り作業後に、歯部の縁部と係合させられる。工具スピンドルで使用され
る唯一の工具が面取りフライスカッター（具体的には、面取り切断機）である面取りフラ
イスステーションを使用することも、独国特許出願公開第１０２０１３０１５２４０号明
細書から知られている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、面取りフライスカッター（具体的には、面取り切断法）による面取りフ
ライス作業では、機械加工対象の歯縁部の近傍に邪魔になる輪郭があってはならないとい
う問題がある。なぜなら、フライスカッターの歯の飛行円の大部分が、歯部の前面よりも
上方又は下方、且つ、面取り対象である縁部を有する歯部の歯底円内に延在するからであ
る。
【０００７】
　従って、具体的には、複数の歯部又は複数の歯付きシャフトの場合、面取り切断法は、
すべての歯縁部に対して使用できるわけではないことが多い。
【０００８】
　従って、このような場合には、邪魔になる輪郭によってブロックされた歯縁部のバリ取
りをプレスバリ取りによって行うことが今まで可能であったに過ぎない。しかしながら、
この方法では、材料が歯フランクに押し込まれることにより、特にホーニング作業時に、
歯縁部の領域において工具がかなり摩耗してしまう。
【０００９】
　本発明の目的は、歯付きワークの少なくとも２つの縁部を面取り加工するための改良装
置を提供することである。
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【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この目的は、請求項１に記載の装置によって達成される。本発明の好ましい実施形態は
、従属請求項の主題である。
【００１１】
　本発明は、歯付きワークの少なくとも２つの縁部を面取り加工するための装置を含む。
この装置は、ワークを支持するために回転可能に取り付けられたワークホルダを備える少
なくとも１つのワークスピンドルと、少なくとも１つの動作軸を通ってワークホルダに対
して可動な機械加工ヘッドと、を備える。機械加工ヘッドには、少なくとも１つの第１の
面取りフライスカッターを支持するために回転可能に取り付けられた第１の工具ホルダを
備える少なくとも１つの第１の工具スピンドルが、ワークホルダに支持されたワークの歯
部の第１の縁部を面取り加工するために設けられる。本発明は、機械加工ヘッドには、底
フライスカッターを支持するために回転可能に取り付けられた第２の工具ホルダを備える
第２の工具スピンドルが設けられ、ワークホルダに支持されたワークの歯部の第２の縁部
を面取り加工することを特徴とする。
【００１２】
　したがって、本発明によれば、第１の面取りフライスカッターによって機械加工できな
い縁部は、底フライスカッターを用いて機械加工できる。この後、邪魔な輪郭が存在しな
い残りの縁部は、少なくとも１つの第１の面取りフライスカッターを用いて機械加工され
る。底フライスカッターによる機械加工は、面取りフライスカッターによる加工よりも時
間がかかるが、これによって初めて、邪魔な輪郭のために機械加工が困難な縁部を求めら
れる品質で機械加工が可能になる。第１の面取りフライスカッター用の第１の工具ホルダ
を有する第１の工具スピンドルが配置される機械加工ヘッドに、底フライスカッター用の
第２の工具ホルダを有する第２の工具スピンドルを配置することにより、底フライスカッ
ターは、機械加工ヘッドの少なくとも１つの動作軸を通って歯縁部に対して位置決めでき
、この歯縁部と係合できる。
【００１３】
　本発明の可能な実施形態では、ワークホルダ及び第１の工具ホルダは、第１の縁部を面
取りするために同期して駆動することができる。好ましくは、ワークホルダ及び第１の工
具ホルダのそれぞれの回転運動を生成するために、ＮＣ軸を用いる。これらの軸の回転運
動は、第１の縁部の面取りフライス加工を実行するために、装置の制御器によって同期さ
せることができる。
【００１４】
　好ましくは、ワークホルダ及び第１の工具ホルダは、連結させることにより駆動できる
。これにより、特に有効な面取りフライス加工が可能である。
【００１５】
　本発明の可能な実施形態では、第1の面取りフライスカッターは、複数の切歯及び複数
の溝を外周に有する円板状のバリ取り工具である。切歯の刃先は、好ましくは、機械加工
対象の縁部の形状に具体的に適合される。異なる歯部を面取りフライス加工するためには
、対応する別々の第１の面取りフライスカッターが必要とされる。
【００１６】
　好ましくは、少なくとも１つの第１の面取りフライスカッターは、面取り切断機及び／
又はホブピーリング工具である。このような面取り切断機は、好ましくは、それぞれ同じ
円周方向の間隔を有する複数の切歯及び複数の溝を外周に有する円板状のバリ取り工具で
ある。これらの切歯は円周方向に螺旋状に延在する。面取り切断機は、１ねじ山ごとに歯
が１本設けられている多条ねじ式のものである。しかしながら、回転方向における複数の
歯の前側に形成された複数の切刃は、共通の飛行円（flight circle）上に配置される。
【００１７】
　具体的には、面取り切断機は、独国特許出願公開第１０３３０４７４号明細書に記載さ
れたバリ取り工具のように構成することができる。さらに好ましくは、バリ取り作業のた
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めに独国特許出願公開第１０３３０４７４号明細書に記載されているように、第１の縁部
を面取り切断機によって面取りする。しかしながら、独国特許出願公開第１０３３０４７
４号明細書には示されていないが、本発明に係る面取り切断機は、好ましくは、歯部を形
成するための工具とともに使用されることはなく、同じ工具マンドレル上に固定されてい
るが、別の工具ホルダに固定される。
【００１８】
　好ましくは、機械加工ヘッドの少なくとも１つの動作軸は、第２の縁部を面取り加工す
るために装置の制御器によって作動させられ得るＮＣ軸であり、第２の工具ホルダに支持
される底フライスカッターが、機械加工対象の第２の縁部の輪郭に沿って案内される一方
、ワークホルダに支持されたワークがその回転軸の周りに回転する。したがって、機械加
工ヘッドの少なくとも１つのＮＣ軸の往来運動は、好ましくは、第２の縁部を面取り加工
するときに、機械加工対象の歯部の各歯について繰り返される。
【００１９】
　具体的には、少なくとも１つの動作軸は、第２の縁部を面取り加工を行うためのもので
あり、少なくとも１つの第１の直線軸Ｘ及び／又は少なくとも１つの第２の直線軸Ｚであ
る。直線軸Ｘを通って、機械加工ヘッドは、ワークホルダの回転軸及び第１の工具ホルダ
の回転軸に垂直な方向に往来可能であり、直線軸Ｚを通って、機械加工ヘッドは、ワーク
ホルダの回転軸に対して平行な方向に直線軸Ｚを通って往来可能である。
【００２０】
　さらに、機械加工ヘッドは、回動軸Ａを中心として回動可能であってもよい。この回動
軸Ａは、ワークホルダの回転軸及び第１の工具ホルダの回転軸に対して垂直に延在する。
本発明の第１の実施形態では、この回動軸Ａは、第２の縁部を面取り加工する間には作動
されない。しかしながら、第２の実施形態では、回動軸Ａは、各歯に対する反復動作中に
回動してもよい。
【００２１】
　さらに、機械加工ヘッドは、第１の直線軸Ｘに垂直な平面内で延在する第３の直線軸Ｙ
又はＶを通って往来可能であってもよい。
【００２２】
　第３の直線軸Ｙ又はＶは、２つの縁部を別々の工具によって機械加工する位置の間にお
いて機械加工ヘッドを往来させて、対応する工具をワークと係合させる目的で使用できる
。
【００２３】
　本発明の第１の実施形態では、第３の直線軸Ｙ又はＶは、少なくとも１つの縁部（具体
的には、第２の縁部）を面取り加工する間には作動されない。
【００２４】
　本発明の可能な実施形態では、機械加工ヘッドにねじ込みセンサが配置され、ねじ込み
センサは、第１の縁部を面取り加工するための第１の面取りフライスカッターをねじ込む
目的と、第２の縁部を面取り加工するための底フライスカッターをねじ込む目的との両方
のために使用できる。好ましくは、このセンサは非接触式センサである。例えば、誘導性
センサ及び／又は光センサを使用できる。
【００２５】
　本発明の可能な実施形態では、第２の工具スピンドルは、回動軸を通って機械加工ヘッ
ドに配置され、第２の工具スピンドルは、下縁部を機械加工するための第１の機械加工位
置から上縁部を機械加工するための第２の機械加工位置へ回動軸を中心として回動可能で
ある。
【００２６】
　好ましくは、回動軸は調整軸である。ＮＣ軸の使用は、ここでは必要ではない。なぜな
ら、この軸は動的に往来させられず、面取り加工動作前に正しい機械加工位置へと回動さ
せられて、ワークの前面に対してある角度（面取り部の所望の角度に対応する角度）で位
置合わせされるに過ぎないからである。
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【００２７】
　しかしながら、好ましくは、調整可能なストッパを第１及び第２の機械加工位置を調整
するために設けて、面取り部の角度を調整できるようにする。
【００２８】
　好ましくは、回動軸は、アクチュエータ（具体的には、空気圧シリンダ）を介して作動
させることができる。しかしながら、代替的に、回動軸は手動でのみ作動可能であっても
よい。
【００２９】
　しかしながら、別の実施形態では、第２の工具スピンドルは、機械加工ヘッドに動かな
いように配置してもよい。第２の工具スピンドルを、下縁部を機械加工するための第１の
機械加工位置から上縁部を機械加工するための第２の機械加工位置へと、機械加工ヘッド
のＡ軸を中心として回動させることができる。
【００３０】
　可能な実施形態では、第２の工具ホルダの回転軸は、＋／－５５°と＋／－３０°との
間、好ましくは＋／－４５°と＋／－３０°との間の範囲にある角度で、ワークホルダの
回転軸に対して垂直に延在する平面と位置合わせされるか、及び／又は、位置合わせされ
得る。具体的には、第２の工具ホルダの回転軸は、ワークホルダの回転軸に対して垂直に
延在する平面に対して少なくとも３０°の第２の工具ホルダの角度で、縁部を機械加工で
きるように構成できる。好ましくは、この角度は、３０°と５５°との間の範囲内の値を
有する。
【００３１】
　本発明の可能な実施形態では、面取り加工作業は、第２の工具ホルダの位置合わせとと
もに行われ、これにより、第２の工具ホルダに支持された底フライスカッターは、工具ホ
ルダから歯の間隙を通って機械加工する歯部の縁部まで延びることとなる。この場合、底
フライスカッターは、機械加工する歯部を備えた縁部を有するワークの端面に先端がある
状態で、延在しているだけであることが好ましい。これにより、邪魔な輪郭が存在する場
合でも縁部を機械加工できる。
【００３２】
　可能な実施形態では、第２の工具スピンドルは、機械加工ヘッド上に、又は、１つ以上
の調整軸のみを通って、動かないように配置される。しかしながら、好ましくは、面取り
角度を調整するために、機械加工ヘッドに対する第２の工具ホルダの回転軸の角度位置を
調整する調整装置が設けられる。
【００３３】
　あるいは、第２の工具スピンドルは、少なくとも１つのＮＣ軸（具体的には回動軸）を
通って機械加工ヘッド上に配置してもよい。
【００３４】
　第２の工具ホルダの回転軸は、空気圧式、油圧式及び電気式のうち少なくとも１つで駆
動でき、好ましくは、空気圧式に駆動できる。
【００３５】
　可能な実施形態では、複数の第１の面取りフライスカッターを第１の工具ホルダのマン
ドレルに一緒に支持可能であり、装置は、第１の面取りフライスカッターによって複数の
第１の縁部を面取り加工できるようにする制御器を備える。このための第1の面取りフラ
イスカッターの切歯の形状は、好ましくは、機械加工される縁部の形状に具体的に適合さ
れる。
【００３６】
　可能な実施形態では、少なくとも１つの第１の面取りフライスカッターと一緒に、ブラ
シを第1の工具ホルダのマンドレルに支持可能であり、装置は、第１の面取りフライスカ
ッター又は底フライスカッターによって面取り加工された縁部のバリ取りをブラシによっ
て行うことができる制御器を備える。
【００３７】
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　好ましくは、このための機械加工ヘッドは、回動軸Ａを中心として回動可能である。こ
の回動軸Ａは、ワークホルダの回転軸及び第１の工具ホルダの回転軸に対して垂直に延在
する。これにより、第２の縁部をブラシ加工するために、第１の工具ホルダの回転軸を、
ワークホルダの軸に対して平行になるように位置合わせできる。
【００３８】
　可能な実施形態では、装置は、第２の縁部の部分領域のみに面取り部を形成することを
可能にする制御器を含む。具体的には、面取り加工動作中に、面取り部を形成するのに十
分な材料がないような縁部領域を除外してもよい。
【００３９】
　したがって、底フライスカッターは、シャフトの歯部にも使用することができる。シャ
フトでは、歯の基部が実質的にシャフトの半径に相当するため、この領域には歯縁部が全
く存在しないためである。ＮＣ制御の下でフライスカッターは、ワークの回転に伴って歯
縁部に沿って案内されるので、例えば歯の基部を省略することによって、歯先及び歯フラ
ンクのみをここではバリ取りすることができる。
【００４０】
　可能な実施形態では、この装置は、第２の縁部の異なる部分領域を、底フライスカッタ
ーの異なる領域を用いて、具体的にはシェル領域及び頂部領域を用いて、機械加工するこ
とを可能にする制御器を備える。
【００４１】
　これにより、例えば、側面及びヘッドの領域内で、底フライスカッターの外周を使用し
てもよいが、歯の基部の領域では、底フライスカッターの丸みを帯びた頭部を用いて、相
対的に狭い面取りが得られるようにしてもよい。
【００４２】
　したがって、本発明により、具体的には、シャフトの歯部を面取り加工することも可能
になる。
【００４３】
　底フライスカッターとしては任意の形状が使用される。具体的には、底フライスカッタ
ーは、円筒形又は円錐形の構造としてもよい。ヘッドは、場合によっては丸くしてもよい
。さらに、球状ヘッドを備えた底フライスカッターを使用することも考えられる。
【００４４】
　本発明の可能な実施形態では、装置は、２０°未満（好ましくは１０°未満）の円錐角
を有する円筒形シェル面又は円錐形シェル面を有する底フライスカッターを使用するよう
に設計される。
【００４５】
　可能な実施形態では、底フライスカッターは、丸みを帯びたヘッドを有してもよい。
【００４６】
　可能な実施形態では、装置は、ワークの歯部の縁部を自動的に面取りするための装置の
軸を作動させるための制御器を備える。
【００４７】
　装置の制御器は、好ましくは、本発明に係る装置が、その動作モード、アプリケーショ
ン、及び以下に記載される方法のうち少なくとも１つに関して上述されたステップを自動
的に実行するようにプログラムされる。
【００４８】
　具体的には、制御器は、マイクロプロセッサと、装置を作動させるための制御プログラ
ムが記憶されているメモリと、を含む。このプログラムはマイクロプロセッサによって実
行される。
【００４９】
　本発明は、とりわけ、詳細に上述されている装置を保護する。この装置は、第１の面取
りフライスカッター（具体的には、面取り切断機）を第１の工具ホルダで支持することと
、底フライスカッターを第２の工具ホルダで支持することと、上述のアプリケーションを
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実行することとに適している。具体的には、この装置は、第１及び第２の縁部を面取り加
工するためのこのような工具を使用するための制御器を備える。
【００５０】
　しかしながら、本発明は、同様に、上述されているような装置を備え、この装置におい
ては、少なくとも１つの第１の面取りフライスカッター（具体的には、面取り切断機）が
第１の工具ホルダに支持され、底フライスカッターが第２の工具ホルダに支持される。
【００５１】
　第１の実施形態では、装置は独立した面取り装置であってもよい。
【００５２】
　他方、第２の実施形態では、本発明に係る装置は、歯加工センタに一体化された面取り
装置である。
【００５３】
　本発明はさらに、上述したような装置を備えた歯加工センタと、歯切盤と、ワーク交換
器とに関する。好ましくは、歯切盤は、歯車形削り盤、ホブピーリング盤、又は、歯車ホ
ブ盤である。好ましくは、歯加工センタにおいて、ワークの歯加工及び面取りは、並行す
るサイクルタイムで行われる。具体的には、歯切盤によって歯を形成されたワークは、次
のワークが歯切盤により歯付けされている間に面取りされるように、面取り目的のために
、ワーク交換器を介して本発明に係る装置まで移動させられる。荒削り工程と仕上げ工程
との間でワークの面取りを行うことも考えられ、この目的のために、ワークは、好ましく
は、歯切盤から本発明に係る装置まで移動させられ、再度戻される。
【００５４】
　好ましくは、ワーク交換器はリング自動制御装置であり、さらに好ましくは、本発明に
係る面取り装置及び歯切盤は、リング自動制御装置の異なる角度位置に配置される。
【００５５】
　好ましくは、歯切盤及び本発明に係る装置は、別々のワークホルダを含む。この場合、
ワーク交換器は、歯切盤の歯加工動作後、面取りの目的で、ワークホルダから本発明に係
る装置のワークホルダまでワークを移動させる。
【００５６】
　しかしながら、別の実施形態では、歯加工センタは、歯加工及び面取り加工のためにワ
ークが保持される複数のワークホルダを含んでもよい。この場合、ワークホルダは、好ま
しくは、歯切盤から本発明に係る装置まで、及び／又は、その逆方向に移動させられる。
【００５７】
　ワーク交換器は、複数のワークを、外部搬送路又は他の加工ステーションから１つ又は
複数のワークホルダに装填したり、これらのワークをワークホルダから取り外したりする
ために使用されることが好ましい。
【００５８】
　本発明の別の態様によれば、本発明に係る装置はまた、別体の独立した機械として設計
することもできる。好ましくは、ワークを面取りするために、装置は、搬送路及び／又は
自動制御装置から歯付きワークを受け入れる。その後、これに応じて機械加工されたワー
クは、好ましくは、再び、搬送路及び／又は自動制御装置に引き渡される。
【００５９】
　本発明は、先に示した装置とは独立して、歯付きワークを支持するための少なくとも１
つの回転可能に取り付けられたワークホルダと、少なくとも１つの動作軸を通って前記ワ
ークホルダに対して可動な機械加工ヘッドと、を備える装置を用いて、歯付きワークの少
なくとも２つの縁部を面取り加工するための方法であって、機械加工ヘッドには、回転可
能に取り付けられた少なくとも１つの第１の工具ホルダが設けられ、ワークホルダに支持
されたワークの歯部の第１の縁部を、第１の工具ホルダに支持される面取りフライスカッ
ターにより面取り加工する方法を含む。本発明によれば、回転可能に取り付けられた第２
の工具ホルダが設けられ、ワークホルダに支持されたワークの歯部の第２の縁部の面取り
加工は、第２の工具ホルダに支持された底フライスカッターにより行われる。
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【００６０】
　好ましくは、本発明に係る方法及び本発明に係る装置は、複数の歯部を有するワークを
面取り加工するために使用される。
【００６１】
　本発明の可能な実施形態では、複数の歯部の少なくとも２つの縁部が、第１の工具ホル
ダに支持された１つ以上の第１の面取りフライスカッターによって面取り加工され、歯部
の少なくとも１つの縁部が、第２の工具ホルダに支持された底フライスカッターによって
面取り加工される。
【００６２】
　本発明に係る方法及び本発明に係る装置は、外側歯部を有するワークの縁部と内側歯部
を有するワークの縁部とを面取り加工するため、及び／又は、反復性の構造を有するイン
ボリュート又は非インボリュート輪郭の縁部を機械加工するために使用できる。
【００６３】
　好ましくは、本発明に係る方法は、既に上で詳細に説明したような装置によって、及び
／又は、既に上述したような方法で実行される。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】ワークを面取り加工するための本発明に係る装置の例示的な実施形態を示す。
【図２】図１に示す例示的な実施形態の部分拡大図を示す。
【図３】本発明に係る第２の工具ホルダに支持された底フライスカッターによる第２の縁
部の面取り加工を示す。
【図４】本発明に係る第１の工具ホルダに支持された面取りフライスカッターによる第１
の縁部の面取り加工を示す。
【図５】本発明に係る第１の工具ホルダに支持された別の面取りフライスカッターによる
別の第１の縁部の面取り加工を示す。
【図６】本発明に係る第１の工具ホルダに支持された別の面取りフライスカッターによる
別の第１の縁部の面取り加工を示す。
【図７】ワークの第１の歯部の面取り加工を準備するためのねじ込みセンサの使用を示す
。
【図８】ワークの第２の歯部の面取り加工を準備するためのねじ込みセンサの使用を示す
。
【図９】第１の工具ホルダに支持されたブラシを用いて、底フライスカッターで面取りさ
れた第２の縁部のブラシ加工動作を示す。
【図１０Ａ】３つの歯を有するワークの内側歯部の上縁部における底フライスカッターに
よる面取り加工動作を示す。
【図１０Ｂ】３つの歯を有するワークの内側歯部の下縁部における底フライスカッターに
よる面取り加工動作を示す。
【図１１】ワーク交換器及びリング自動制御装置を含む本発明に係る加工センタ内のワー
クを面取り加工するための本発明に係る装置の使用を示す。
【００６５】
　以下に、本発明について例示的実施形態及び図面を参照しながら説明する。
【００６６】
　図１及び図２は、ワークを面取り加工するための本発明に係る装置の例示的な実施形態
を示している。
【００６７】
　この装置は、回転軸Ｃ２を中心として回転可能なワークホルダ４を備えたワークスピン
ドルを含む。ワークホルダに支持されたワーク７を面取り加工するために、機械加工ヘッ
ド３が設けられる。この機械加工ヘッド３は、機械軸Ｘ、Ｚ、Ｖ／Ｙ及びＡを通ってワー
クホルダ４に対して可動である。この機械加工ヘッド３には、少なくとも１つの第１の面
取りフライスカッター６を支持するための工具ホルダ１を有する第１の工具スピンドルが
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設けられている。例示的な実施形態では、複数の面取りフライスカッター６は、共通の工
具マンドレル５上で第１の工具ホルダ１に支持されている。面取りフライスカッター６は
、第１の工具スピンドルの駆動装置により、回転軸Ｂ２を中心として回転させることがで
きる。
【００６８】
　この例示的実施形態では、工具ホルダ４は、機械ベッド１０上に配置され、垂直方向に
延在している。機械加工ヘッドは、動作軸Ｘ、Ｚ、Ａ、及びＶ又はＹを通って懸架される
ようにフレーム１１に配置されている。しかしながら、他の機械的構成及び他の運動学的
な構成も可能である。例えば、工具ホルダ４は、機械テーブル上に配置してもよい。機械
加工ヘッドは、工具スタンド上に配置してもよい。
【００６９】
　この例示的実施形態では、面取りフライスカッター６は、いわゆる面取り切断機である
。この面取り切断機は、複数の切歯及び複数の溝を外周に有する円板状のバリ取り工具で
ある。これらの切歯は円周方向に螺旋状に延在する。面取り切断機は、１ねじ山ごとに歯
が１本設けられている多条ねじ式のものである。しかしながら、回転方向における複数の
歯の前側に形成された複数の切刃は、共通の飛行円（flight circle）上に配置される。
【００７０】
　このような面取り切断機により、歯縁部のバリ取りを非常に効率よく行うことができる
。なぜなら、面取り切断機の各切歯により、歯部の完全な歯溝が面取り加工で形成される
からである。この目的のために、面取り切断機は、最初に、機械加工ヘッドの動作軸を通
って歯縁部に対して適切な位置に前進させられる。次に、第１の工具ホルダとワークホル
ダとを同期して回転させることにより、面取り切断機の連続する各切歯により、歯部の連
続する歯溝が面取り加工で形成される。
【００７１】
　しかしながら、この面取り切断方法は、加工対象の縁部の近傍の領域において、面取り
切断機のために比較的広いスペースが必要とされるという欠点を有する。したがって、例
えば、別の歯部の形を採る邪魔な輪郭が加工対象の縁部の近傍に存在する場合、縁部は、
面取り切断方法によって加工できない。
【００７２】
　このような縁部も面取り加工できるように、本発明に係る機械加工ヘッド３には、底フ
ライスカッター８を支持するための工具ホルダ２を備えた第２の工具スピンドルが設けら
れている。
【００７３】
　底フライスカッターによりワークの第２の縁部が面取り加工される。この際、回転軸C
２を中心としてワークが回転しながら、底フライスカッターは、機械加工ヘッド３の動作
軸に基づいて、加工対象の第２の歯縁部に沿って往来させられる。底フライスカッター８
は、第２の工具スピンドルの対応する駆動装置によって、回転軸Ｂ３を中心として回転さ
せられる。このスピンドルは、好ましくは、空気圧で動作する。
【００７４】
　この例示的実施形態では、機械加工ヘッドは動作軸Ｘを有する。この動作軸Ｘは、直線
軸として設計され、ワークホルダ４の回転軸Ｃ２及び第１の工具ホルダ１の回転軸Ｂ２に
直交する。この動作軸Ｘにより、ワークホルダ４と第１の工具ホルダ１との間の軸距離が
調整できる。第２の直線軸Ｚがさらに設けられる。機械加工ヘッド３は、この直線軸Ｚを
通ってワークホルダ４の回転軸Ｃ２と平行に往来可能である。これにより、第１の工具ホ
ルダ１に支持された第１の面取りフライスカッターを、歯の幅方向に沿って、対応する歯
縁部まで移動できる。
【００７５】
　これらの動作軸Ｘ及びＺの一方又は両方を用いて、底フライスカッター８を歯縁部に沿
って案内すると同時に、ワークを回転軸Ｃ２を中心として回転させることができる。歯部
の各歯について、歯の輪郭に追従するＸ軸及び／又はＺ軸の往来動作が行われる。これに
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より、底フライスカッターは、ワークの回転運動によって通過していく歯の縁部の輪郭に
沿って動作し、ワークに面取り部が形成される。
【００７６】
　機械加工ヘッドはさらにＶ軸を有する。このＶ軸を通って、機械加工ヘッドは、第１の
工具ホルダの回転軸Ｂ２と平行に往来できる。これにより、一方では、各縁部を加工する
ために使用される面取り切断機を、第１の工具ホルダと係合させることができる。他方で
は、この軸により、底フライスカッターを縁部と係合する位置に移動させることもできる
。代替的に又は追加的に、Ｙ軸を使用してもよい。Ｙ軸を通って、機械加工ヘッドをＸ軸
及びＹ軸に垂直な方向に移動させることができる。この場合、Ｙ軸及びＺ軸の重なり動作
（superimposed movement）を用いて、第１の工具ホルダの回転軸Ｂ２がＹ軸と平行に配
置されていないときに、この回転軸Ｂ２と平行になるように機械加工ヘッドを移動させる
。
【００７７】
　機械加工ヘッドは、回動軸Ａをさらに有する。この回動軸Ａは、ワークホルダの回転軸
Ｃ２及び第１の工具ホルダの回転軸Ｂ２に対して垂直に、及び／又は、Ｘ軸に対して平行
に延在する。これにより、ワークと第１の工具ホルダに支持された面取りフライスカッタ
ーとの間の軸方向の角度は調整可能である。
【００７８】
　Ｖ軸(又はＹ軸)及びＡ軸は、実際の面取り加工動作を行う前に、各工具と歯縁部との相
対位置を調整する役割を果たすだけである。一方、X軸及び／又はZ軸は、底フライスカッ
ターによる第２の歯縁部の面取り加工中に動的に調整されることにより、ワークと底フラ
イスカッターとの間の相対位置を変化させ、それによって加工対象の歯縁部に沿って底フ
ライスカッターを往来させる。第１の面取りフライスカッターにより第１の縁部を面取り
加工する間、Ｘ軸及びＺ軸は、同様に、ワークと工具との相対位置を調整する役割を果た
すに過ぎないが、この相対的な動作は、ワーク及び工具の同期回転によってのみ実施され
る。
【００７９】
　機械加工ヘッドがワークホルダに対して往来可能な動作軸は、好ましくは、ＮＣ軸であ
る。さらに、ワークスピンドルの回転軸及び第１の工具スピンドルの回転軸は、好ましく
は、ＮＣ軸として構成される。その一方で、第２の工具スピンドルの回転軸は、底フライ
スカッターの回転運動が他の運動と同期する必要はないので、ＮＣ軸として構成されてい
ない。従って、この例示的実施形態では、第２の工具スピンドルは、実質的に、回動軸Ａ
２を通って機械加工ヘッドに配置されたアングルグラインダである。
【００８０】
　本発明は、具体的には、図１～９に示されるようなワーク７を機械加工するために使用
でき、このワークは、（少なくとも）２つの歯部７ａ及び７ｂを有する。具体的には図３
に明示されている２つの歯部７ａ及び７ｂを有するワークの構成により、２つの歯部の加
工対象の合計４つの縁部のうち３つは、容易に到達可能であるので、第１の面取りフライ
スカッター（具体的には、面取り切断機）によって面取り加工できる。例示的な実施形態
では、これらの縁部は、大径の第１の歯部７ａの下縁部１２及び上縁部１３、並びに、小
径の第２の歯部７ｂの上縁部１５である。他方では、第１の歯部７ａの縁部がここでは邪
魔になるので、小径の第２の歯部７ｂの内側下縁部１４は、面取り切断方法によって加工
できない。
【００８１】
　したがって、図３に示すように、この第２の縁部１４は、第２の工具ホルダ２に支持さ
れた底フライスカッター８によって本発明に従って面取りされている。機械加工は、既に
上述したように行われる。面取りフライスカッターの回転軸Ｂ３は、好ましくは、ワーク
ホルダの回転軸Ｃ２に垂直な平面に対して角度を有する。この角度は、１０°と４０°と
の間、好ましくは１０°と１５°との間の範囲内にある。そのために、底フライスカッタ
ー用の第２の工具ホルダを備えた第２のワークスピンドルは、それに対応するように機械
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工作ヘッドに配置されるか、又は、配置されてもよい。
【００８２】
　図４～６に示すように、第１の工具ホルダ１に支持された面取りフライスカッター６に
よって、縁部１２、１３、及び１５（本発明における第１の縁部）が面取り加工される。
面取りフライスカッターを各縁部の形状に具体的に適合させる必要があるので、第１の工
具ホルダ１に複数の第１の面取りフライスカッター６を設ける。そうすることで、縁部１
２、１３、及び１５をそれぞれ機械加工するために、別々の第１の面取りフライスカッタ
ー６を使用できる。第１の面取りフライスカッター６による面取りフライス動作は、ワー
クホルダの回転軸Ｃ２と第１の工具ホルダの回転軸Ｂ２とを同期回転させることによって
既に上述したように行われる。
【００８３】
　本発明に係る装置は、面取り加工に用いられるに過ぎず、歯部を形成するためのもので
はないので、ワークをワークホルダ４に固定した後の各歯部７ａ及び７ｂの位置は、通常
、まだ不明である。したがって、機械加工ヘッド３には、それぞれの歯部７ａ及び７ｂの
歯の位置を検出するためのねじ込みセンサ９が設けられている。図７は、第１の歯部７ａ
の歯の位置の検出を示し、図８は、第２の歯部７ｂの歯の検出を示している。検出のため
のねじ込みセンサ９は、機械加工ヘッドの動作軸を通って歯部まで前進させられ、好まし
くは、歯部は、ワークホルダを回転させることによってセンサを通過するように動かされ
る。検出は、好ましくは非接触的な方法で、例示的な実施形態では誘導性センサにより、
行われる。
【００８４】
　次いで、ねじ込みセンサによって得られる歯部の歯の位置に関する位置情報は、第１の
面取りフライスカッターを第１の縁部に対して位置決めするとともに底フライスカッター
８を第２の縁部に対して位置決めするために使用される。
【００８５】
　図９は、本発明の変形例を示す。この変形例では、第１の工具ホルダの工具マンドレル
５にブラシ２０がさらに設けられる。底フライス加工は二次的なバリを形成し得るので、
この変形例においては、第２の縁部を底フライスカッターで面取り加工した後にブラシ２
０を使用することによって、二次的なバリを除去する。このために、機械加工ヘッドは、
Ａ軸の周りに回動させられ、第１の工具ホルダの回転軸がワークホルダの回転軸に対して
実質的に平行に延在する位置になるようにし、ブラシは、第２の歯部７ｂ又は第２の縁部
１４の内側前方に当接するように配置される。第１の縁部も、基本的にはブラシによって
ブラッシングできるが、面取り切断加工動作における縁部の品質が高いので、ブラッシン
グは、通常、必要ではない。
【００８６】
　図１０ａ及び１０ｂは、本発明に従って面取り加工することができるワーク２７の別の
実施例を示す。ワークは、３つの歯部２７ａ～２７ｃを有する。ここで、２つの外側歯部
２７ａ及び２７ｃの縁部は、第１の面取りフライスカッターによってそれぞれ機械加工で
きる。なぜなら、外側歯部２７ａ及び２７ｃは、内側歯部２７ｂよりも直径が大きいから
である。一方、内側歯部２７ｂの上縁部と下縁部とは、どちらも第１の面取りフライスカ
ッターによって面取り加工できない。なぜなら、対応する外側歯部の縁部が邪魔になるか
らである。したがって、本発明におけるこれら２つの第２の縁部は、図１０ａ及び１０ｂ
に示すように、第２の工具ホルダに支持された底フライスカッター８によって面取り加工
される。
【００８７】
　内側歯部２７ｂの上縁部及び下縁部を機械加工するために、ワークに対する底フライス
カッターの機械加工位置がそれぞれ異なること（具体的には、ワークのそれぞれの前面に
対する底フライスカッターの方向が逆であること）が必要である。
【００８８】
　したがって、第２の工具ホルダ２が設けられる第２の工具スピンドルは、回動軸Ａ２を
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通って機械加工ヘッドに配置されている。しかしながら、例示的な実施形態では、回動軸
Ａ２はＮＣ軸ではなく、単なる調整軸である。この調整軸を用いて、歯部２７ｂの上縁部
を機械加工するための図１０ａに示す第１の機械加工位置から下縁部を機械加工するため
の図１０ｂに示す第２の機械加工位置に第２の工具ホルダを回動させることができる。
【００８９】
　例示的実施形態では、このための空気圧シリンダが位置１６で作用し、この位置を中心
として、第１の機械加工位置と第２の機械加工位置との間で回動動作が行われる。手動調
整又は別の駆動装置の使用も同様に考えられる。
【００９０】
　２つの機械加工位置はそれぞれストッパによって規定される。第２の工具ホルダは、ス
トッパにおいて各位置に静止する。好ましくは、２つのストッパは、ワークホルダの回転
軸に垂直な平面に対する第２の工具ホルダの回動軸Ａ２の角度αを所定の範囲内で調整で
きるように調整可能である。好ましくは、角度αは、少なくとも１０°と５５°との間の
範囲内で調整可能である。
【００９１】
　本発明に係る底フライスカッターは、シャフトの歯部を面取りするためにも使用できる
。ここでは、歯の基部が実質的にシャフトの半径に相当し、したがって、この領域には歯
縁部は全く存在しないか、又は、ごくわずかしか存在しない。ＮＣ制御の下で底フライス
カッターは、ワークの回転に伴って歯縁部に沿って案内されるので、例えば歯の基部を省
略することによって、歯先及び歯フランクのみをここではバリ取りすることができる。
【００９２】
　さらに、例えば、歯先のフランクの領域では底フライスカッターの外周を使用すること
が考えられるが、歯の基部の領域では、底フライスカッターの丸みを帯びた頭部を用いて
、この場合には、相対的に狭い面取りが得られるようにする。
【００９３】
　本発明に係る面取り加工装置は、第１の変形例で独立した解決手段として設計し、それ
に応じて自動制御装置に接続することで、装置に対するワークの供給および排出を行うよ
うにしてもよい。
【００９４】
　しかしながら、本発明に係る装置は、好ましくは、歯加工ステーションと並行するサイ
クルタイムで、加工センタにおいて使用される。歯加工ステーションは、例えば、フライ
ス加工ステーション、インパクト加工ステーション、またはホブピーリング加工ステーシ
ョンであり得る。邪魔な輪郭に関しては、インパクト加工ステーション及び／又はホブピ
ーリング加工ステーションを使用することが好ましい。
【００９５】
　本発明に係る装置を加工センタにこのように組み込むことは、図１１に示されている。
加工センタは、ワークを１つのステーションから次のステーションへと移動させることが
できる把持具３０を備えたリングローダ３１を含む。右側には、ワークホルダ４と、第１
の工具ホルダ１及び第２の工具ホルダ２を備えた機械加工ヘッド３と、を備えた本発明に
係る装置が示されている。さらに、工具ホルダ４用のカウンタベアリング４’も見られる
。
【００９６】
　歯加工ステーションのワークホルダ３２は、９０°ずらして示されている。一方、歯加
工機の機械加工ヘッドは図示されていない。
【００９７】
　歯加工ステーションでは、ワークの１つの歯部又は複数の歯部のうち１つが形成される
が、本発明による装置では、製造された別のワークの歯部のバリ取りを並行するサイクル
タイムで行うことができる。
【００９８】
　本発明に係る装置及び加工センタは、記載された全てのプロセスが自動的に実行される
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ようにする制御器を含む。
【００９９】
　例示的実施形態で使用される面取り切断機の代わりに、ホブピーリング工具を第１の面
取りフライスカッターとして使用して、歯部の第１の縁部を機械加工することもできる。
上述した面取り方法は、面取り切断機の使用について上述したように、ホブピーリング工
具を用いて同様に実施することもできる。
【０１００】
　本発明に係る装置及び本発明に係る方法は、外側歯部付きワークを機械加工するために
提供される例示的な実施形態に基づいて記載されている。しかしながら、本発明は、内側
歯部を有するワークに対しても同様に使用することができる。この場合、機械加工ヘッド
は、第１の面取りフライスカッター及び好ましくは底フライスカッターも、歯部の内部へ
と移動することができるように設計される必要がある。
 

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【図９】

【図１０Ａ】

【図１０Ｂ】

【図１１】
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